
豊橋産農産物活用推進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号）に定めるもののほか、

豊橋産農産物活用推進補助金（以下「補助金」という。）の交付に関して、必要な事項を定めるも

のとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、豊橋産農畜水産物（以下「豊橋産農産物等」という。）を活用した商品を開発

し、及び豊橋市内における豊橋産農産物等の地産地消に取り組む農業者等に対し、予算の範囲内で

その経費の一部を補助することにより、豊橋産農産物等の活用を推進することを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。 

(１) 豊橋産農産物等を活用した商品の開発又は自身の商品の改良を行い、販売しようとする者 

(２) 豊橋市内で豊橋産農産物等の地産地消に取り組む者 

２ 補助金の交付の対象者は、農地台帳により豊橋市内の農地面積が明確である者又は法人でなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付の対象者としない。 

(１) 本市に納付すべき市税を滞納している者 

(２) 豊橋市暴力団排除条例（平成23年豊橋市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。） 

(３) 豊橋市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(４) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。） 

(５) 暴力団、暴力団員又は暴力団員等をその構成員に含む法人その他の団体 

(６) 過去に補助金の事前申込み又は交付の申請を行っている者。ただし、既に行っている事前申

込み又は交付の申請を取り下げた場合は、この限りではない。 

(７) 同一事業について、別に補助金等の交付を受ける者 

(８) その他市長が適当でないと認めた者 

（補助金の額等） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助の対象となる経費（以下「補

助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表第１のとおりとする。 

（事前の申込み等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を開始する14日前（その日が豊橋市の休

日を定める条例（平成３年豊橋市条例第３号）による市の休日に当たるときは、市の休日の翌日を

もってその期限とみなす。）までに、豊橋産農産物活用推進補助金事前申込書（様式第１）（以下「事

前申込書」という。）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実施計画書（様式第２） 

(２) 収支計画書（様式第３） 

(３) 誓約書兼同意書（様式第４） 

(４) 商品の開発を行う場合にあっては、当該商品の開発及び販売計画 

(５) 自身の商品の改良を行う場合にあっては、当該商品の改良及び販売計画 



(６) 商品の製造等に関し機械器具等を購入する場合にあっては、当該機械器具等の仕様書及び見

積書 

(７) 豊橋市内で豊橋産農産物等の地産地消を促進するイベント等を実施又は出店する場合にあっ

ては、開催場所の位置図及びイベント等の計画書（実施日時、販売する農産物等、生産者名、実

施内容、収支予算等が記載されたもの） 

(８) 補助金の交付を受けようとする者が農業法人である場合にあっては、定款の写し又は履歴事

項全部証明書 

(９) その他市長が必要と認めたもの 

２ 市長は、事前申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事前申込

完了通知書（様式第５）により、通知するものとする。 

３ 市長は、事前申込書を先着順に受け付けるものとし、予算の範囲を超えるときは、事前申込みの

受付を停止することができる。 

４ 補助金の交付を受けようとする者は、第２項の規定による事前申込完了通知を受ける前に、補助

対象事業に着手してはならない。 

（計画変更等） 

第６条 前条第２項の規定による事前申込完了通知を受けた者（以下「申込者」という。）は、事前申

込完了通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事前申込変更申請書（様

式第６）及び変更収支計画書（様式第７）を市長に提出しなければならない。ただし、変更収支計

画書の提出が必要となる場合は、第１号のときに限る。 

(１) 補助金交付申請予定額を著しく減額しようとするとき。 

(２) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。 

(３) 補助対象事業の中止等による取下げをするとき。 

２ 市長は、事前申込変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、

事前申込変更完了通知書（様式第８）により、申込者に通知するものとする。 

（交付申請等） 

第７条 申込者は、補助対象事業を完了したときは、豊橋産農産物活用推進補助金交付申請書兼実績

報告書（様式第９-１）に次に掲げる書類を添付して、次項に規定する期限までに、市長に申請しな

ければならない。 

(１) 事業実績報告書（様式第９-２） 

(２) 収支決算書兼補助対象経費等確認書（様式第10） 

(３) 補助対象事業に係る領収書の写し 

(４) 商品の開発又は改良を行う場合にあっては、開発又は改良した商品の写真及び作成した販促

物等の成果物を使用している写真 

(５) その他市長が必要と認めたもの 

２ 前項の規定による申請の期限は、別表第２に掲げる事業完了日の翌日から起算して２か月を経過

する日又は事前申込書を提出した日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までとする。ただし、

天災その他やむを得ない理由があると特に市長が認めるときは、この限りでない。 

３ 前項に規定する申請の期限までに第１項の規定による申請をしなかった申込者に係る事前申込み

は、失効するものとする。 

  



（交付の決定等） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現

地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、豊橋産農産物活用推進補助金交付

決定通知書兼額確定通知書（様式第11）により当該申請をした者（以下「申請者」という。）に対し

通知するものとする。 

２ 前項の規定による審査などの結果、補助金の交付が不適当と認められる場合は、補助金の不交付

を決定し、豊橋産農産物活用推進補助金不交付決定通知書（様式第12）により申請者に対し通知す

るものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 前条第１項の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

速やかに豊橋産農産物活用推進補助金請求書（様式第13）を提出し、市長は、これに基づき補助金

を交付するものとする。 

（補助金の交付回数） 

第10条 同一の補助事業者への補助は、１年度につき１回限りとし、通算して３回を限度とする。 

（販売等の期間） 

第11条 別表第１に掲げる補助対象事業のうち、商品開発事業で開発又は改良した商品については、

別表第３の左欄に掲げる内容に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間、販売しなければならない。

ただし、当該商品のデザイン及び規格の変更等を妨げるものではない。 

（財産処分の制限） 

第12条 規則第18条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている期間又はこれに準ずるものと認められる期間（第

４項においてこれらを「処分制限期間」という。）とする。 

２ 規則第18条第２号に規定する市長の認める財産は、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が単

価50万円以上のものとする。 

３ 補助事業者が規則第18条の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、

市長はその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。 

４ 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産（単価50万円以上の財産）は

処分制限期間を経過しない間においては、当該財産に係る書類を整備保管しておかなければならな

い。 

（補助金交付の取消し） 

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 第３条第３項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

(３) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(４) 補助金の交付の条件その他法令に違反したとき。 

(５) 前条第２項に規定する財産について、償却資産（固定資産税）の申告を適正に行わなかった

とき。 

（補助金の返還） 

第14条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係



る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の

全部の返還を命ずるものとする。 

（加算金） 

第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、規則第16条の規定によ

り、加算金を市に納付しなければならない。 

（現地調査） 

第16条 市長は、必要に応じて補助事業者に対し取得した財産に関する報告又は現地調査を求めるこ

とができる。 

（協力要請） 

第17条 市長は、補助事業者に対し、補助金に関する市場調査等の協力を求めることができる。 

（雑則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月23日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

  



別表第１（第４条関係） 

補助対象事業 
補助対象経費 

（消費税及び地方消費税を除く。） 

補助額 

（当該額に1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。） 

商品開発事業 

豊橋産農産物等を活用した商品開

発及び商品改良に係る経費のうち

以下のもの 

・消耗品費 

・印刷製本費 

・委託料 

・賃借料 

・広告宣伝費 

・備品購入費 補助対象経費の２分の１ 

ただし、上限300,000円とする。 

地産地消促進事業 

豊橋市内での地産地消の取組に係

る事業やマルシェ等に係る経費の

うち以下のもの 

・消耗品費 

・印刷製本費 

・委託料 

・賃借料 

・広告宣伝費 

・備品購入費 

 

別表第２（第７条関係）事業完了日 

補助対象事業 事業完了日 

商品開発事業 完成した商品を市内で販売開始した日とする 

地産地消促進事業 

イベント等の開催の場合は、イベント最終日とする。 

ただし、２月以降も継続して実施する事業の場合は、２月

末日とする。 

 

別表第３（第11条関係）販売期間 

区分 販売期間 

通年出荷の農産物利用の場合 販売開始から１年以上 

シーズン出荷の農産物利用の場合 販売開始の年から２年以上 

 


